
JP 2010-81338 A 2010.4.8

10

(57)【要約】
【課題】携帯電話端末及び所在位置監視方法に関し、第
三者機関のサーバやコンピュータを使用することなく、
監視者及び被監視者の携帯電話端末を用いて被監視者の
所在位置の監視を可能にする。
【解決手段】監視者（例えば親）の携帯電話端末１０で
、被監視者（例えば子供）の外出先の位置情報を場所登
録テーブル１１に登録しておく。また、親の携帯電話端
末１０に子供の行動予定のスケジュール情報を格納し、
該スケジュール情報を基に子供の外出時に所定周期で子
供の携帯電話端末２０に、所在位置を測位させる測位要
求メッセージを送信する。子供の携帯電話端末２０で該
測位要求メッセージの受信により所在位置の測位を実施
し、該測位結果を親の携帯電話端末１０へ返送する。親
の携帯電話端末１０で該測位結果を受信し、該測位結果
の位置と場所登録テーブル１１に登録された位置情報と
を照合し、合致しないとき異常アラームの表示を行う。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被監視者の外出先の場所として指定された地域の位置情報を登録した場所登録テーブル
と、
　前記被監視者の行動予定のスケジュール情報を格納し、該スケジュール情報として格納
された外出先場所に、前記登録テーブルに登録された外出先場所と一致する外出先場所が
存在する場合、該外出先場所の滞在時間に所定周期毎に、前記被監視者が所持する携帯電
話端末に、所在位置を測位させる測位要求メッセージを送信する測位要求送信手段と、
　前記被監視者が所持する携帯電話端末から返送される所在位置の測位結果メッセージを
受信し、該測位結果メッセージが示す位置と前記場所登録テーブルに登録された地域の位
置とを照合し、該測位結果メッセージが示す位置が、前記場所登録テーブルに登録された
地域に含まれていないとき、異常アラームの表示を行う所在位置監視手段と、
　を備えた携帯電話端末。
【請求項２】
　前記被監視者の居場所として指定された地域の中心点の位置情報及びその外周部の少な
くとも１点の位置情報を、ＧＰＳ衛星からの受信データにより取得し、該中心点の位置情
報と外周部の位置情報とから許容範囲の距離を計算し、前記場所登録テーブルに前記中心
点の位置情報及び許容範囲の距離を、前記被監視者の外出先場所の位置情報として登録す
る手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話端末。
【請求項３】
　前記場所登録テーブルに、前記測位要求メッセージを送信する前記所定周期の周期時間
の情報を格納することを特徴とする請求項１に記載の携帯電話端末。
【請求項４】
　前記被監視者の行動予定の外出先場所及び滞在時間を含むスケジュール情報を、前記被
監視者が所持する携帯電話端末から、近距離通信機能により取得する手段を備えたことを
特徴とする請求項１に記載の携帯電話端末。
【請求項５】
　監視者が所持する携帯電話端末で、被監視者の外出先場所として指定された地域の位置
情報を場所登録テーブルに登録するステップと、
　前記監視者が所持する携帯電話端末で、前記被監視者の行動予定のスケジュール情報を
格納し、該スケジュール情報として格納された外出先場所に、前記登録テーブルに登録さ
れた外出先場所と一致する外出先場所が存在する場合、該外出先場所の滞在時間に所定周
期毎に、前記被監視者が所持する携帯電話端末に、所在位置を測位させる測位要求メッセ
ージを送信するステップと、
　前記被監視者が所持する携帯電話端末で、前記測位要求メッセージに対して所在位置の
測位を実施し、該測位の情報を含む測位結果メッセージを前記監視者が所持する携帯電話
端末へ返送するステップと、
　前記監視者が所持する携帯電話端末で、前記測位結果メッセージを受信し、該測位結果
メッセージが示す位置と前記場所登録テーブルに登録された地域の位置とを照合し、該測
位結果メッセージが示す位置が、前記場所登録テーブルに登録された地域に含まれていな
いとき、異常アラームの表示を行うステップと、
　を含むことを特徴とする所在位置監視方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話端末及び所在位置監視方法に関し、例えば児童や認知症患者等の被
監視者の外出先の所在位置の確認に好適に適用される携帯電話端末及び所在位置監視方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、児童や認知症患者等の被監視者の外出先の所在位置を確認する手法として、位置
監視サーバに対して、被監視者の外出予定のスケジュール情報と外出先住所とを登録し、
位置監視サーバにより自動的に被監視者の所在位置を探索し、その結果を親又は介護者等
の監視者の携帯電話端末に通知する手法等が種々提案されている（例えば、特許文献１～
３等）。
【０００３】
　また、被監視者（例えば子供）が携帯電話端末を所持し、該被監視者（例えば子供）の
携帯電話端末に該被監視者（例えば子供）の行動スケジュール情報を格納しておくと共に
、該携帯電話端末で現在の所在位置を測位し、行動スケジュール情報として格納された現
在の居場所と測位した所在位置とを比較照合し、それらが合致しない場合に監視者（例え
ば親）に通知する手法等が提案されている（例えば、特許文献４，５等）。
【特許文献１】特開２００１－３２５６９２号公報
【特許文献２】特開２００３－２８１６９４号公報
【特許文献３】特開２００４－１３３７７７号公報
【特許文献４】特開２０００－１０６６８９号公報
【特許文献５】特開２００７－１９５０３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の所在位置監視の手法は、個人情報としてのスケジュール情報と所在位置とを、第
三者機関の位置監視サーバに通知することになり、該位置監視サーバのセキュリティが破
られて、個人情報が外部に漏洩し、個人の行動情報が悪意のある他者に知られてしまうと
いう危険性を必然的に包含するものであった。
【０００５】
　個人情報が格納された位置監視サーバ又はパソコンが盗難等に遭うこともあり、位置監
視サーバを使用する所在位置監視サービスにおける個人情報セキュリティ上の危険性が問
題になっている。本発明では、第三者機関のサーバやコンピュータを使用することなく、
監視者及び被監視者の携帯電話端末を用いて被監視者の所在位置の監視を可能にすること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決する第一案としての携帯電話端末は、被監視者の外出先場所として指定
された地域の位置情報を登録した場所登録テーブルと、前記被監視者の行動予定のスケジ
ュール情報を格納し、該スケジュール情報として格納された外出先場所に、前記登録テー
ブルに登録された外出先場所と一致する外出先場所が存在する場合、該外出先場所の滞在
時間に所定周期毎に、前記被監視者が所持する携帯電話端末に、所在位置を測位させる測
位要求メッセージを送信する測位要求送信手段と、前記被監視者が所持する携帯電話端末
から返送される所在位置の測位結果メッセージを受信し、該測位結果メッセージが示す位
置と前記場所登録テーブルに登録された地域の位置とを照合し、該測位結果メッセージが
示す位置が、該場所登録テーブルに登録された地域に含まれていないとき、異常アラーム
の表示を行う所在位置監視手段と、を備えたものである。
【０００７】
　また、上記課題を解決する第二案としての所在位置監視方法は、監視者が所持する携帯
電話端末で、被監視者の外出先場所として指定された地域の位置情報を場所登録テーブル
に登録するステップと、前記監視者が所持する携帯電話端末で、前記被監視者の行動予定
のスケジュール情報を格納し、該スケジュール情報として格納された外出先場所に、前記
登録テーブルに登録された外出先場所と一致する外出先場所が存在する場合、該外出先場
所の滞在時間に所定周期毎に、前記被監視者が所持する携帯電話端末に、所在位置を測位
させる測位要求メッセージを送信するステップと、前記被監視者が所持する携帯電話端末
で、前記測位要求メッセージに対して所在位置の測位を実施し、該測位の情報を含む測位
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結果メッセージを前記監視者が所持する携帯電話端末へ返送するステップと、前記監視者
が所持する携帯電話端末で、前記測位結果メッセージを受信し、該測位結果メッセージが
示す位置と前記場所登録テーブルに登録された地域の位置とを照合し、該測位結果メッセ
ージが示す位置が、該場所登録テーブルに登録された地域に含まれていないとき、異常ア
ラームの表示を行うステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　第三者機関のサーバやコンピュータを使用することなく、監視者及び被監視者の携帯電
話端末を用い、被監視者の外出先予定のスケジュールに即して被監視者の所在位置の監視
を、監視者の携帯電話端末で行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１にこの携帯電話端末による位置監視機能の実施形態の構成例を示す。同図において
、１－１はＧＰＳ装置、１－２は位置測位部、１－３は場所登録部、１－４はスケジュー
ル連携部、１－５はスケジュール編集部、１－６はスケジュール監視部、１－７は赤外線
通信部、１－８は赤外線装置、１－９は表示画面制御部、１－１０は表示画面、１－１１
はアラーム制御部、１－１２はアラーム装置、１－１３はＣＰＵ、１－１４はメモリであ
る。
【００１０】
　ＧＰＳ装置１－１は、ＧＰＳ（Global Positioning System)衛星からの受信データによ
り現在位置情報を取得し、該現在位置情報を位置測位部１－２に出力する。この機能は、
位置情報を取得することができる測位機能付き携帯電話端末に備えられている機能である
。赤外線通信部１－７、赤外線装置１－８、表示画面制御部１－９、表示画面１－１０、
アラーム制御部１－１１、アラーム装置１－１２、ＣＰＵ１－１３、及びメモリ１－１４
は、一般の携帯電話端末に備えられている機能と同様の機能を有するものである。
【００１１】
　この携帯電話端末による位置監視機能は、一般の携帯電話端末の機能に、場所登録部１
－３による場所登録機能、スケジュール連携部１－４によるスケジュール連携機能、スケ
ジュール監視部１－６によるスケジュール監視機能を追加したものである。以下、これら
の各機能について説明する。
【００１２】
（１）場所登録機能について
　図２は場所登録機能の処理フローを示す。また、該場所登録機能の具体的実施例を図６
に示している。図６に示すように監視者（例えば親）が自身の測位機能付き携帯電話端末
１０を所持して、被監視者（例えば子供）の外出先の居場所（例えば学校等）に出向き、
この場所登録機能を起動して、該外出先の場所名を入力し（図２のステップ２－１）、そ
の場所の敷地の中心点の位置を、該携帯電話端末１０に測位させる（ステップ２－２）。
【００１３】
　更に、監視者（例えば親）は、図６に示すようにその居場所の敷地の外周部の少なくと
も一点に移動し、許容変化点の位置を測位する（ステップ２－３）。該携帯電話端末１０
の場所登録機能は、該居場所の中心点と許容変化点のそれぞれの測位位置の差分によりそ
の間の距離（半径）を計算する（ステップ２－４）。
【００１４】
　更に、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０は、監視者（例えば親）の入力操作によ
る監視間隔の時間の入力情報を取り込み（ステップ２－５）、該携帯電話端末１０の場所
登録テーブル１１に、登録場所名、場所の中心点位置、許容範囲の距離及び監視間隔を書
き込む（ステップ２－６）。図６の下方に場所登録テーブル１１に書き込まれた登録情報
の一例を示している。
【００１５】
（２）スケジュール連携機能について
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　図３はスケジュール連携機能の処理フローを示す。被監視者（例えば子供）の携帯電話
端末のスケジュール帳等に、該被監視者（例えば子供）の予定行動のスケジュール情報が
登録されている場合、近距離通信（例えば赤外線通信等）機能を使用し、被監視者（例え
ば子供）の携帯電話端末から監視者（例えば親）の携帯電話端末に、被監視者（例えば子
供）のスケジュール帳の情報を転送する（ステップ３－１，３－２）。
【００１６】
　監視者（例えば親）の携帯電話端末のスケジュール連携機能は、被監視者（例えば子供
）のスケジュール情報として記述されている外出先場所の情報を抽出し（ステップ３－３
）、その外出先場所が場所登録テーブル１１に登録されているか否かを確認する（ステッ
プ３－４）。登録されている場合は、スケジュール監視機能を起動し、スケジュール監視
を開始させる（ステップ３－５）。
【００１７】
（３）スケジュール監視機能について
　図４にスケジュール監視機能の処理フローを示す。監視者（例えば親）の携帯電話端末
のスケジュール監視機能は、被監視者（例えば子供）のスケジュール情報の各項目の開始
時刻を監視し（ステップ４－１）、現在時刻が該開始時刻になったとき、該スケジュール
情報の外出先場所（居場所）を抽出し、その外出先場所（居場所）を検索キーとして場所
登録テーブル１１を参照する（ステップ４－２）。
【００１８】
　そして、前記スケジュール情報の外出先場所（居場所）が、前述の場所登録テーブル１
１に登録されているか否かを調べ（ステップ４－３）、登録されていない場合は、前述の
ステップ４－１の処理フローに戻って同様の処理を繰り返す。登録されている場合は、場
所登録テーブル１１に登録されている監視間隔を求め、監視周期を設定する（ステップ４
－４）。
【００１９】
　監視者（例えば親）の携帯電話端末のスケジュール監視機能は、監視周期の時刻を監視
し（ステップ４－５）、監視周期の時刻となったとき、測位要求のメッセージを直接通信
（例えば電子メール）により、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末へ送信する（ステ
ップ４－６）。なお、最初の監視周期は、監視間隔ゼロとして即時に測位要求メッセージ
を送信する。
【００２０】
　被監視者（例えば子供）の携帯電話端末は、監視者（例えば親）の携帯電話端末から測
位要求メッセージを受信すると、現在位置の測位を行い、該測位の結果（緯度、経度情報
）を監視者（例えば親）の携帯電話端末に、直接通信（例えば電子メール）により自動返
送する（ステップ４－７）。
【００２１】
　監視者（例えば親）の携帯電話端末は、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末から返
信された測位の結果（緯度、経度情報）と、場所登録テーブルに登録された登録場所名の
中心点位置とを比較する（ステップ４－８）。そして、該測位の結果（緯度、経度情報）
が登録場所名の中心点位置から許容範囲の半径外であるか否かを判定し（ステップ４－９
）、許容範囲の半径外であれば、異常アラームの通知機能を起動する（ステップ４－１０
）。
【００２２】
　該異常アラームの通知は、アラーム制御部１－１１により実行され、アラーム装置１－
１２により異常アラーム及びメッセージの表示を行う。また、測位の結果（緯度、経度情
報）が許容範囲内であれば、前述のステップ４－５の処理フローに戻り、次の監視周期の
時刻に同様の処理を繰り返す。ステップ４－５の処理フローにおいて、スケジュール情報
を基に当該居場所の滞在時間が経過したことを認識したときは、当該居場所についての位
置監視を終了する。
【００２３】
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　前述のステップ４－６及び４－７の処理フローにおける測位要求の送信と測位の結果（
緯度、経度情報）の自動返送について、図５を参照して詳細に説明する。図５に示すよう
に、監視者（例えば親）の携帯電話端末で測位要求が起動されると、該携帯電話端末内で
、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末の電子メールアドレスを使用して、測位要求メ
ッセージを自動編集する（ステップ５－１）。
【００２４】
　次に、該電子メールのタイトル部に、例えば「測位要求」の文言を自動編集し（ステッ
プ５－２）、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末宛てに、該測位要求の電子メールを
送信する（ステップ５－３）。
【００２５】
　被監視者（例えば子供）の携帯電話端末は、上記測位要求の電子メールを受信すると、
該電子メールのタイトルを判別し（ステップ５－４）、該タイトルが「測位要求」であれ
ば、測位機能部に該電子メールを転送する（ステップ５－５）。該タイトルが「測位要求
」以外であれば、通常の電子メール受信の処理を実施する。
【００２６】
　被監視者（例えば子供）の携帯電話端末内の測位機能部は、測位要求の電子メールを受
け取ると、該電子メールの発信アドレスをチェックし（ステップ５－６）、該発信アドレ
スが監視者（例えば親）の携帯電話端末の電子メールアドレスである場合、ＧＰＳ測位を
実行する（ステップ５－７）。
【００２７】
　そして、監視者（例えば親）の携帯電話端末の電子メールアドレスを宛て先として電子
メールを自動編集し（ステップ５－８）、そのタイトル部に例えば「測位結果」の文言を
自動編集し（ステップ５－９）、その本文にＧＰＳ測位結果を追加し（ステップ５－１０
）、電子メール送信・受信機能部に該測位結果のメッセージを発行する（ステップ５－１
１）。
【００２８】
　被監視者（例えば子供）の携帯電話端末内の電子メール送信・受信機能部は、該測位結
果のメッセージを受け取り、該測位結果のメッセージの電子メールを、監視者（例えば親
）の携帯電話端末に自動返送する（ステップ５－１２）。監視者（例えば親）の携帯電話
端末は、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末から返送された測位結果の位置情報をメ
モリに記録する（ステップ５－１３）。
【００２９】
　図６及び図７に前述の（１）の場所登録機能、（２）のスケジュール連携機能、及び（
３）のスケジュール監視機能による所在位置監視の動作例を示す。図６は（１）の場所登
録機能の動作例を示し、この機能による場所登録は、監視者（例えば親）が自身の携帯電
話端末１０を、被監視者（例えば子供）の外出先の場所（例えば学校等）に持って行き、
該外出先の場所名を入力し、ＧＰＳ測位機能を使用してその場所の敷地の中心点の位置を
測位する。
【００３０】
　更にその外出先場所の敷地の外周部、即ち許容変化点の位置を測位する。該携帯電話端
末１０の場所登録機能は、中心点と許容変化点の測位位置の差分により許容範囲の距離を
計算し、中心点と許容範囲を場所登録テーブル１１に登録する。なお、場所登録テーブル
１１への外出先場所及びの登録は、事前にそれらの情報が入手可能な場合には、測位機能
を使用することなく、直接入力して登録する構成とすることも可能で有る。更に、場所登
録テーブル１１には、監視者（例えば親）が外出先場所毎に入力する監視間隔の時間を登
録する。
【００３１】
　図６の下方に、場所登録テーブル１１に格納された登録情報の一例を示している。同図
に示す場所登録テーブル１１では、外出先場所の登録場所名として「学校」、場所の中心
点として「緯度Ｎ３８度１５分１８秒、経度Ｅ１４０度５２分２３秒」、許容範囲として
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「５００ｍ」、監視間隔として「６０分」の情報が登録された例を示している。
【００３２】
　なお監視間隔として、被監視者（例えば子供）が学校や塾等、先生等の管理監督者の支
配下の敷地に滞在している時間帯等は、比較的安全度が高いと判断されるため、監視間隔
を例えば６０分と長く設定し、逆に登下校時等は監視間隔を例えば１０分と短く設定する
ことにより、外出先（居場所）の安全度に即して所在位置確認要求の契機とすることがで
きる。
【００３３】
　図７は、（２）のスケジュール連携機能、及び（３）のスケジュール監視機能による所
在位置監視の動作例を示す。まず、（２）のスケジュール連携機能として、被監視者（例
えば子供）の携帯電話端末２０のスケジュール帳２１に登録された被監視者（例えば子供
）の予定行動のスケジュール情報を、赤外線通信等の機能を使用し、該携帯電話端末２０
から監視者（例えば親）の携帯電話端末１０に転送する。
【００３４】
　なお、監視者（例えば親）が、被監視者（例えば子供）のスケジュールを正しく把握で
きれば良く、必ずしも赤外線通信等の機能を使用して被監視者（例えば子供）の携帯電話
端末２０から監視者（例えば親）の携帯電話端末１０にスケジュール情報を転送する必要
はなく、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０に被監視者（例えば子供）のスケジュー
ル情報が正しく格納されていれば良い。
【００３５】
　また、被監視者（例えば子供）の携帯電話端末２０から転送し、監視者（例えば親）の
携帯電話端末１０に一度格納したスケジュール情報が、爾後、変更された場合には、スケ
ジュール編集部１－５を使用して、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０に格納された
スケジュール情報を適宜変更することが可能である。
【００３６】
　図７ではスケジュール情報として、子供の居場所が８：３０から１６：００まで学校で
ある例を示している。親の携帯電話端末１０のスケジュール連携機能は、子供のスケジュ
ール情報として記述されている外出先場所「学校」を抽出し、その外出先場所が場所登録
テーブル１１に登録されている場合、スケジュール監視機能を起動する。
【００３７】
　スケジュール監視機能は、子供のスケジュール情報の項目（８：３０～１６：００学校
）の開始時刻を監視し、その開始時刻になったとき、該スケジュール情報の外出先場所（
居場所）を検索キーとして場所登録テーブル１１を検索し、場所登録テーブル１１に登録
されている外出先場所（居場所）の監視間隔毎に、測位要求のメッセージを電子メールに
より子供の携帯電話端末２０へ送信する。
【００３８】
　子供の携帯電話端末２０は、親の携帯電話端末１０から測位要求メッセージを受信する
と、現在位置の測位を行い、該測位の結果（緯度、経度情報）を親の携帯電話端末１０に
電子メールにより自動返送する。親の携帯電話端末１０は、子供の携帯電話端末２０から
返送された測位の結果（緯度、経度情報）を、場所登録テーブル１１に登録された登録場
所名の中心点位置及び許容範囲と照合し、該測位の結果（緯度、経度情報）が登録場所名
の許容範囲外であるか否かを判定する。許容範囲外であれば、異常アラームの通知を行う
。
【００３９】
　このように本実施例によれば、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０と被監視者（例
えば子供）の携帯電話端末２０とを用いて、被監視者（例えば子供）の所在位置の監視を
行うことができ、サーバを利用することなく所在位置の監視を行うため、サーバ内の個人
情報データの漏洩等の懸念がない。
【００４０】
　また、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０に格納された被監視者（例えば子供）の
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しているため、監視者（例えば親）の携帯電話端末１０を主導とした安否確認を行ことが
できる。
【００４１】
　従って、被監視者（例えば子供）のスケジュール変更に対して柔軟に対応することがで
き、信頼度の高い所在位置監視を行うことができ、また、監視間隔を監視者（例えば親）
の判断で適宜設定することにより、きめ細かい所在位置監視を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】携帯電話端末による位置監視機能の実施形態の構成例を示す図である。
【図２】場所登録機能の処理フローを示す図である。
【図３】スケジュール連携機能の処理フローを示す図である。
【図４】スケジュール監視機能の処理フローを示す図である。
【図５】測位要求の送信と測位の結果の自動返送の処理フローを示す図である。
【図６】場所登録機能の動作例を示す図である。
【図７】スケジュール連携機能及びスケジュール監視機能による所在位置監視の動作例を
示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１－１　ＧＰＳ装置
　１－２　位置測位部
　１－３　場所登録部
　１－４　スケジュール連携部
　１－５　スケジュール編集部
　１－６　スケジュール監視部
　１－７　赤外線通信部
　１－８　赤外線装置
　１－９　表示画面制御部
　１－１０　表示画面
　１－１１　アラーム制御部
　１－１２　アラーム装置
　１－１３　ＣＰＵ
　１－１４　メモリ
　１０　監視者（例えば親）の携帯電話端末
　１１　場所登録テーブル
　２０　被監視者（例えば子供）の携帯電話端末
　２１　スケジュール帳
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